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 支援センターこころん利用状況 
◇ 利用登録者 ７ ３ 名 （ ♥男性４７名 ♡女性２６名 ） １１月３０日現在） 

◇ センター利用者                             
７ 月 ８ 月 ９ 月 １０月 １１月 計 

 ５１３ 
   人 

４７３ 
    人 

８５６ 
   人 

４９９ 
   人 

５２１ 
   人 

２，８６２ 
   人 

◇ 見学等来訪者 
７ 月 ８ 月 ９ 月 １０月 １１月 計 
１３８ 
   人 

８１ 
   人 

３２９ 
   人 

１６６ 
   人 

１２０ 
   人 

８３４ 
     人 

◇ 相談件数 
区 分 電  話 面  接 訪  問 同行・その他 計 
 ７ 月 ５２ ５３ ５  ３ １１３ 
 ８ 月 ２３ ５６ １ ２ ８２ 

 ９ 月 ３９ ３１ １ ０ ７１ 
１０月 ２６ ４２ ６ ０ ７４ 

１１月 ４６ ３４ ４ １ ８５ 
 

 

 

               

 今年度は精神障がいを持つ当事者の勉強会を行いました。 
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来年４月より実施 

 

いよいよ始まる自立支援法 

たくさんの問題を抱えた自立支援法案でしたが、10 月 31 日の衆議院本会議において可決されたこと

により、来年 4 月より医療費の見直し（自立支援医療費）が実施され、通院医療公費負担によって、現

在５％の通院医療費が原則１０％（生活保護世帯は０～所得に応じて負担）に変わります。10 月からは

市町村関係及び施設関係についての見直しが実施されます。施設関係については５年の経過措置の間に

新規事業を選択し移行しなければならなくなりました。生活支援センターこころんにも先日２２７ペー

ジに及ぶ資料が送られて来ましたので、当然その方針を決めなければならないでしょう。研修会などで

何度も自立支援法についての勉強会や説明会などがあるものの、具体的な中身についてはそれほど多く

の情報が知らされてはいません。聞けば聞くほど不安が募るばかりです。 

  自立支援法のねらい 

   厚生労働省では「この法案の趣旨としては障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、

障害者基本法の基本的理念にのっとり、これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて自立支援の観点

から提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組

みを創設することとし、自立支援給付の対象者、内容、手続き等、地域生活支援事業、サービスの整備

のための計画の作成、費用の負担等を定めるとともに、精神保健福祉法等の関係法律について所要の改

正を行う。」としています。 

  これからのあり方を考える  
「こころん」の事業が始まって２年目を迎え、ようやく地域において精神障がい者の抱えているたく

さんの課題が見えて来て、一人ひとりのニーズに合わせた支援を心がけ、利用者の回復に大きな役割を

に担っていると思っています。これからは生活の場面での支援体制を整え、今抱えている課題に一つず

つ取り組んで行こうと考えているところですが、新しい自立支援法ではこれまで障害種別ごとに分立し

た３３種類の既存施設・事業体系を、６つの日中活動に再編。それにケアホーム、グループホーム、福

祉ホームなどの居住サービスの支援に分けられます。この中から私たちは何をするのか、決めなければ

なりません。 

支援センターはどうなるのか 

今まで支援センターが担ってきた相談支援事業は、市町村の必須事業として位置づけられて、これを県

が指定した相談支援事業者に委託をすることができることとしています。また、支援を必要とする人に

対して、様々な種類のサービスを組み合わせて、計画的に利用できるようにするための仕組み（ケアマ

ネジメント）が導入されます。いずれにしてもこれまでのように市町村との関係は、単なる情報を共有

するだけではなく、市町村の福祉の計画の中に精神障がい者のニーズを反映させ、積極的に関与してい

かなければならなくなるでしょう。                                       

                                           熊田 

 

 

第２回（８月２１日）は、横浜市に住む精神医療サバイバー・保健福祉コンシューマーとして当事

者活動をしている、広田和子さんをお迎えし「一人ひとりが社会資源になる」というテーマで勉強会

を行いました。当日は、生活支援センターこころん（泉崎村）・小規模なごみの家（白河市）・小規模

作業所ウッドピアはなわ（塙町）・小規模作業所きららハウス（石川町）・その他関係者計４４名が参

加しました。広田さんの体験に基づく話に熱心に耳を傾け、参加者は自分が今生活しにくい事柄につ

いて、生活しやすくしていくためには何をどうしていく？何が必要か？などみんなで話し合いまし

第１回目（７月７日）の当事者勉強会は、４２名が参加し「病気と上

手に付き合っていくためには？」について、かかりつけ医、服薬、家族

や地域とのかかわりなど日常生活の上手な過ごし方について、石下先生

にお話を伺いました。参加者４２名、熱心に耳を傾けていまし。 

第３回（９月１４日）は、日頃思うこと・考えていること・悩んでいること・友人との信頼関係の築

いていくにはどうしたら良いかなどについて、自由に話し合いました。大変活発な意見が出され、肩の

荷がおりた人、みんな同じことで悩んでいたことを発見した人。また人の話を聞いて自分自身を理解す

る機会にもなりました。 
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ＮＰＯ法人こころんでは、精神障がいを持つ人のご家庭にホームヘルパーを派遣して

食事、身体の清潔保持等の介助や日常生活に必要なサービスを提供して精神障がい者の

在宅生活をサポートする事業を始めます。 
 

事業の内容                 

○ こころんで実施する事業は、利用者が適切な日常生活

を営むことができるよう、利用者のご家庭にホームヘルパ

ーを派遣し必要な支援や、援助をすることによって、精神

障がい者の自立と社会参加を促進するものです。 

 

○ 事業の実施にあたっては、関係市町村、保健所、地域

の保健福祉医療機関と連携を図り、利用者の必要に応じて

総合的なサービスが提供できるよう努めていきます。 

利用できる方 

精神障がいにより日常生活の支援が必要な方で、精神障

がい者保健福祉手帳の交付を受けている人、又は障がい年

金を受けている人。 

 

利用料金  前年度の収入に応じて１時間０円から９５０円 

  相談及び申し込み先 

   白河市社会福祉課       ＴＥＬ 0248-22-1111（内線 2174） 

泉崎村保健福祉課       ＴＥＬ 0248-54-1333 

      生活支援センターこころん   ＴＥＬ（0248）5４－1115 

                           ＦＡＸ（0248）5３－3063 

 

＊ サービス利用に際しては、かかりつけの医師にも十分ご相談 

ください。 
 
 
                                

３ 

 

エラー! 

 
 
 
 

家事援助、調理の補

助、買い物の同行洗濯

や衣類の補修掃除や

整理整頓の支援 

相談及び援助に関す
ること 
 生活や医療、服薬、

対人関係等に関する相

談と支援を行います。 

身体の介護に関すること  

通院の同行 
交通機関の利用の援助 

 銀行や役所への同行 

 

 

 


